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４ 市営住宅等ストック総合活用計画の対象と事業手法の選定

（１） 事業手法の選定方針 

平成 28 年(2016 年)8 月，国土交通省住宅局から「公営住宅等長寿命化計画策定指針(改定)」(以

下「策定指針」という。)が新たに示されました。当指針では，公営住宅等の適切なマネジメン

トを行うため，ストック総合活用計画との整合を図り公営住宅等の長寿命化を計画することが必

要とされ，「公営住宅等長寿命化計画の策定フロー」(【図 9】)及び「事業手法の選定フロー」(【図

10】)が示されており，「事業手法の選定フロー」(【図 10】)に基づき，「公営住宅等の需要の見

通しに基づく将来ストック量の推計」を行うとともに， 1次から 3次までの判定を行い，計画期

間における対応について検討することとします。 

この判定の対象については，改良住宅(上宮川町・若宮町)及び従前居住者住宅(大原を除く精道

町・津知町・清水町)の計 5 団地は，従前居住者の協力のもと建設した住宅であり，当面，居住

者の居住年数や需要動向を勘案しながら対応を検討するため除外することとします。 

【図 9】公営住宅等長寿命化計画の策定フロー (資料：策定指針)
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【図 10】事業手法の選定フロー (資料：策定指針)
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（２） 公営住宅等の需要の見通しに基づく将来ストック量の推計 

「ストック推計プログラム(将来の「著しい困窮年収未満の世帯数」の推計)」(国土交通省国土

技術政策総合研究所の技術開発によるプログラム)を利用し，著しい困窮年収未満世帯を検討し

た上で，将来の公営住宅等のストック量を推定します。なお，推計結果による「著しい困窮年収

未満の世帯数」については，民間賃貸住宅等も含めたすべての借家に居住するものを示すもので

す。 

下表のとおり，市営住宅等の管理戸数は，本計画期間となる 10年後の令和 12年(2030 年)時点

で 1,347 戸と推計されます。 

 【表 16】 将来推計 

※表中の年号表記は「令和 2年」を「R2」など省略表記
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（３） １次判定：団地の管理方針と住宅改善の必要性・可能性に基づく団地・住棟の事業 

手法の仮設定 【図 11】

【図 11】 １次判定選定フロー (資料：策定指針)

１） 団地敷地の現在の立地環境等の社会的特性を踏まえた管理方針

団地の①需要，②効率性，③立地を評価し，評価項目が活用に適する場合，将来にわたり「維

持管理する団地」とし，活用に適さない場合は，「継続管理について判断を留保する団地」と仮

設定します。 

①～③の判定項目は下表のとおりです。 

【表 17】 需要・効率性・立地の評価 

評価項目 判定項目 判定及び判定基準 

①需要 

 応募倍率により評価 

応募倍率 ■倍率が 1.0 倍以上を［○］ 

※前期計画 H26 見直し後の H27～H30 の平均値 

※空き室がない団地に対しても入居希望があり，倍

率が算出できない場合もあるため，参考値として，

希望度を算出(希望団地の住宅総数1戸あたりの希

望数。数値が大きいほど希望度が高い) 

②効率性 

 高度利用の可能性等によ

る建替事業の効率性とし

て，用途地域・容積率及

び敷地規模により評価  

用途地域・ 

容積率 

■住宅系の用途地域で容積率 200％以上を［○］ 

敷地規模 ■2,500 ㎡以上を［○］ 

 1,500 ㎡以上 2,500 ㎡未満の場合を［△］ 

※まとまった一団の敷地であれば，その総面積 

③立地 

 駅との近接性，道路状況

及び小学校との近接性に

より評価 

駅との近接性 ■鉄道の駅から半径 1.5km 以内を［○］ 

道路状況 ■2車線以上の道路に面する場合を［○］ 

小学校との近

接性 

■子育て世帯や災害時の避難を考慮し，小学校か

ら半径１km以内を［○］ 

※表中の年号表記は「平成 26年(2014 年)」を「H26」など省略表記
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２） 住棟の現在の物理的特性による改善の必要性・可能性

①躯体・避難の安全性，②居住性に係る評価を行い，拡充等の改善の必要性及び優先度を決定

します。 

①，②の判定項目は，下表のとおりです。 

【表 18】 躯体・避難の安全性及び居住性に係る評価 

評価項目 判定項目 判定及び判定基準 

①－１ 

躯体の安全性 

 耐震性により評価 

耐震性 ■昭和 56年(1981 年)以降着手を［○］ 

①－２ 

避難の安全性 

 二方向避難及び防

火区画の確保状況

により評価 

二方向避難 ■廊下から階段を通じての避難及びバルコニーか

らの避難梯子を通じての避難が可能を［○］ 

防火区画 ■防火区画の確保を［○］ 

※新築時に建築基準法で規定され検査しており，特段

の理由がない限り○の判断

②居住性 

住戸面積，バリアフ

リー性，住戸内設備

状況(浴室の設置状

況)により評価 

住戸面積 ■都市居住型誘導居住面積水準を達成を［○］ 

(１DK：40㎡，２DK：55 ㎡，３DK：75 ㎡) 

単身世帯で 40㎡に 1割満たない(36 ㎡)，または

3人世帯の最低居住面積水準(40㎡)を確保した住

棟を［△］ 

バリアフリー性 

①敷地外から住

戸内を含めた

段差の状況 

（水平移動） 

■敷地外から1以上のルートで住戸まで及び住戸内

においても段差なしを［○］ 

※玄関の段差のみ 40mm 以内可として判断

②ＥＶ設置 

（垂直移動） 
■棟に設置，または他の棟から渡り廊下を使って各

階に接続を［○］ 

住戸内設備状況 ■浴室の設置を［○］ 
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３） 判定

「【図 12】判定について」のとおり，「団地敷地の現在の立地環境棟の社会的特性を踏まえた管

理方針」においては，“○が４以上かつ×が１以下のもの”を「管理する団地」，“○が３以下ま

たは×が２以上”のものを「維持管理について判断を留保する団地」と仮設定します。また，「住

棟の現在の物理的特性による改善の必要性・可能性」では，躯体・避難の安全性に係る改善の必

要性は比較的新しい建物のため該当はありませんが，居住性に係る改善の必要性については，“×

が２以上のもの”を対象とします。 

以上により仮設定した結果は，【表 19】のとおりです。また，【表 20】は，各棟の各判定基準の

結果です。 

「Ａグループ」については，エレベーターが設置されていないことによる改善が必要な住棟で

す。(３ 長寿命化に関する基本方針の(２)-３)-①バリアフリー化 参照) 

【図 12】 判定について 

改善不要 改善が必要 優先的な対

応が必要 

(改善可能) 

優先的な対応

が必要 

(改善不可能) 

維持管理する

団地 

維持管理につ

いて判断を留

保する団地

【表 19】 団地の管理方針と住宅改善の必要性・可能性に基づく団地・住棟の事業手法の仮設定 

改善不要 改善が必要
優先的な対応が

必要(改善可能) 

優先的な対応が必

要(改善不可能) 

維持管理する団地 

維持管理 改善・建替 優先的な改善・建替 優先的な建替

＊特記なき住宅すべて ○大東町 16番住宅 

○大東町17番1,2号棟 
－ －

維持管理について判

断を留保する団地

維持管理・用途廃止 改善・建替・用途廃止 
優先的な改善･

建替･用途廃止
優先的な用途廃止

○大東町4,5,11,14番住宅 ○大東町 15番住宅 

－ －

団地敷地の現

在の立地環境

等の社会的特

性を踏まえた

管理方針 

【表 17】６項目 

が4以上 

かつ 
×が１以下 

が３以下 

または 
×が２以上 

住棟の現在の物理的特性による改善の必要性・可能性

躯体・避難の安全性 

【表 18】のうちの３項目 

居住性 

【表 18】のうちの４項目 

×が２以上
比較的新しい建物のため
該当なし

ここに 

分類される 

Ａグループ

Ｂグループ
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【表 20】 １次判定評価結果 

※表中の年号表記は「平成 9年」を「H9」など省略表記
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（４） ２次判定：１次判定において事業手法・管理方針の判断を留保した団地・住棟の事

業手法の仮設定 【図 13】

【図 13】 ２次判定選定フロー (資料：策定指針)

１） ＬＣＣ比較や当面の建替事業量の試算を踏まえた事業手法の仮設定［Ａグループ］

「３ 長寿命化に関する基本方針の(２)-１)全体的な考え方」のとおり，当面，建替を前提と

した改善事業を行うことなく，既存のストックを有効活用します。 

「Ａグループ」の維持管理する団地において，改善が必要との判断となる，「大東町 16番住宅」，

「大東町 17 番住宅１，２号棟」は主としてエレベーターがないことから改善が必要となってい

ます。ただ，エレベーター棟を設置しても，主たる住宅部分の耐用年数に変化が生じないことか

ら，単純にエレベーター棟を設置することでＬＣＣは増大します。 

よって，「Ａグループ」については，改善事業を行うにもＬＣＣがかかり，建替事業を行うにも

築後経過年数が 30 年前後と浅いため，建替を前提として当面維持管理をすることで仮設定しま

す。 

２） 将来のストック量を踏まえた事業手法の仮設定［Ｂグループ］

「【表 16】将来推計」により市営住宅等の管理戸数は，令和元年(2019 年)時点で 1,624 戸から

令和 12 年(2030 年)時点で 1,347 戸と推計されることから，「Ｂグループ」の維持管理について判

断を留保する団地の全戸数である 198 戸(【表 21】参照)全てを用途廃止として仮設定します。 

３） 判定

以上による仮設定の結果は，「【表 22】2次判定結果の仮設定」のとおりです。 
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【表 21】Bグループ 竣工年・住戸数 

※表中の年号表記は「平成 9年」を「H9」など省略表記

【表 22】 ２次判定結果の仮設定 

改善不要 改善が必要

維持管理する団地 

維持管理 改善 建替

＊特記なき住宅すべて
－

○大東町 16番住宅 

○大東町17番1,2号棟

当面管理する団地(建

替を前提としない)

当面維持管理 維持管理・用途廃止 改善・当面維持管理 用途廃止

－

○大東町 4,5,11,14 番住宅 
－

○大東町 15番住宅 
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（５） ３次判定：計画期間における事業手法の決定【図 14】 

【図 14】 ３次判定選定フロー (資料：策定指針)

１） 集約・再編等の可能性を踏まえた団地・住棟の事業手法の再判定

2 次判定において建替・用途廃止と仮判定した団地において，団地単位で効率的な事業実施が

可能であるかを判断し，仮判定の見直しを検討します。 

① 大東町 17 番住宅 1,2 号棟

同じ敷地内に３号棟があり，１，２，３号棟は平成４，５年に建築しています。大東町 17 番１，

２号棟のみの建替を先行した場合，３号棟が取り残されることになり，将来的な建替等の支障と

なるため，大東町 17 番は全体での建替とします。また，「(４)の１)LCC 比較や当面の建替事業量

の試算を踏まえた事業手法の仮設定【Aグループ】」より，改善について LCC が増大することから，

改善については行わないこととします。 

② 大東町 16 番住宅

経過年数は築後 29～31 年です。隣接して大東町 14番，17番住宅があり，将来的に一体的に建

替事業を行える可能性が高く，実施事業の順序を工夫し，入居者の仮移転を減少させることで，

入居者の移転にともなう負担を軽減するとともに，事業費の抑制を図ることが可能となります。

よって，①の大東町 17 番住宅とあわせた建替とし，早期の建替は行わないこととします。また，

「(４)の１)LCC 比較や当面の建替事業量の試算を踏まえた事業手法の仮設定【A グループ】」よ

り，改善について LCC が増大することから，改善については行わないこととします。 

③ 大東町 14 番住宅

経過年数は築後 23 年であり，敷地面積が 3,317.41 ㎡とまとまっており，将来的に，①の大東

町 17番住宅，②の大東町 16番住宅と一体的に建替事業を行える可能性が高いため，積極的な用

途廃止ではなく，将来の状況を勘案しながら対応します。 
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２） 活用についての判定結果

活用についての判定結果は，下表のとおりです。 

【表 23】 活用についての判定結果 

団地名 戸数 活用方針 最終判定

市営住宅

大東町 16 番住宅 82 ＊経過年数 35 年にも満たず，

14,16,17 番住宅を一団ととらえ，

将来的な建替事業の入居者負担・

事業費の抑制を考慮し，早期の建

替は行わない。

維持管理(改善しない) 

大東町 17 番 1,2 号棟 24 維持管理(改善しない)

大東町 14 番住宅 90 維持管理

大東町 4 番住宅 20 

＊当面は維持管理
※令和６年度（2024 年）の中間
見直しの時点で，維持管理もし
くは，用途廃止を検討します。

大東町 5 番住宅 31 

大東町 11 番住宅 30 

大東町 15 番住宅 27 

従前居住者用住宅

大原町住宅 38 
＊当面は維持管理

※従前居住者の居住状況と空き
室率から，廃止戸数について検
討を行います。 

３） 長期的な管理の見通し

中長期的な期間(30年程度)のうちに想定される改善事業及び建替事業等に係る年度別事業費を

試算し，上表の活用についての判定結果をふまえた長期的な事業費の見込みは下図のとおりです。 

【図 15】 長期的な事業費の見込み 

※グラフ中の年号表記は「令和 2年(2020 年)」を「R2」など省略表記
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４） 計画期間における事業手法の決定

計画期間内の事業予定は，下表のとおりです。 

【表 24】 計画期間における事業手法 

      個別改善事業：規模増改善(住戸の増築や複数住戸の結合など)，住戸改善，

共用部分改善及び，屋外・外構改善を行う事業

      全面的改善事業：住棟単位又は団地単位で行われる全面的な改善又はこれに

準ずる改善を行う事業
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５ 点検・計画修繕の実施方針                      

（１） 点検の実施方針 

建築基準法に基づく定期点検は，適正におこなっていきます。

指定管理者による目視の点検は，月に一度程度実施いたします。

（２） 計画修繕の実施方針 

１） 計画修繕項目

修繕項目と修繕周期については，公営住宅等長寿命化計画策定指針(平成 28 年(2016 年)8 月改

定)を参考に，「【表 25】修繕計画・修繕周期計画」のとおり定めます。 

大規模改修工事を建物の劣化状況を勘案して 30～35 年ごとに行います。1/2 小規模改修工事の

欄（給排水ポンプ・制御電子機器・共用部の塗装など，使用状況や耐用年数，メーカーの在庫確

保年数によって対応が必要となるもの）は，劣化が認められ，更新が必要なものを小規模改修の

概ね半分のサイクルで補修・取替等するものです。 

本計画後期期間における大規模及び小規模改修工事等については，ポンプ改修を除き，すべて

長寿命化型として改善事業を行うこととします。 

２） 空き室改修

計画修繕項目にある専用部分の「住設機器：浴室ユニット・キッチン，トイレ等」，「設備機器：

分電盤・給湯・暖房器，バランス釜」については，原則空き室になった時点での改修とし，概ね

住設機器は 25～35 年ごと，設備機器は 10～20 年ごとでの取替えとします。 
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【表 25】 修繕計画・修繕周期計画
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参考資料１ 市営住宅等の修繕・改善事業の実施予定一覧 
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参考資料２ 市営住宅等の設備改善計画表 
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参考資料３ 公営住宅等の需要の見通しに基づく将来ストック量の推計について 

    「ストック推計プログラム(将来の「著しい困窮年収未満の世帯数」の推計)」(国土交通省国土
技術政策総合研究所の技術開発によるプログラム)を利用して推計しています。

    推計の手順は大きく４つのステップとなっています。各ステップについて、推計フローと推計結

果を示します。

【ステップ 0】事業主体単位の世帯数の推計（世帯主年齢 5歳階級別世帯類型） 

【ステップ１】借家世帯の世帯人員・収入分位別世帯数の推計 

１）住宅所有関係・世帯人員・年間収入階級別世帯数の推計 

２）借家世帯の世帯人員・収入分位五分位階級別世帯数の推計 

【ステップ２】公営住宅収入基準を満たす世帯のうち「公営住宅の施策対象 

世帯数」の推計 

１）基準年収以下の世帯の割合の推計 

・本来階層：収入分位 25％以下の世帯 

・裁量階層：収入分位 40％（50％）以下の世帯 

２）本来階層の世帯数の推計 

３）裁量階層の世帯数の推計 

【ステップ３】公営住宅の施策対象世帯のうち「著しい困窮年収未満の世帯数」 

の推計 

１）最低居住面積水準の民間賃貸住宅の家賃水準の推計 

２）適正な家賃負担率の範囲で最低居住面積水準の民間賃貸住宅の入居に 

必要な年収の推計 

３）必要年収未満の世帯数の推計【借家の世帯人員・収入分位別】 
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  ●【ステップ 0】事業主体単位の世帯数の推計（世帯主年齢 5歳階級別世帯類型）について 

 推計フロー (資料：策定指針)

推計結果 ：世帯主年齢別世帯数 

世帯主の年齢 2015 年［実績値］ 2020 年 2025 年 2030 年 

総数 41,851 42,225 42,937 43,166 

  20 歳未満 263 244 242 234 

  20～24 歳 587 698 660 651 

  25～29 歳 1,157 1,031 1,278 1,206 

  30～34 歳 1,841 1,405 1,349 1,661 

  35～39 歳 2,517 2,013 1,594 1,523 

  40～44 歳 3,833 2,884 2,330 1,838 

  45～49 歳 4,165 4,354 3,310 2,708 

  50～54 歳 3,753 4,336 4,748 3,636 

  55～59 歳 3,352 3,981 4,822 5,513 

  60～64 歳 3,486 3,351 3,930 4,657 

  65～69 歳 4,528 3,538 3,388 3,978 

  70～74 歳 3,824 4,500 3,533 3,357 

  75～79 歳 3,224 3,717 4,466 3,508 

  80～84 歳 2,857 2,950 3,512 4,205 
  85 歳以上 2,465 3,223 3,776 4,492 
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●【ステップ１】借家世帯の世帯人員・収入分位別世帯数の推計について 

 推計フロー (資料：策定指針)

 推計結果 ：借家世帯の世帯人員・収入分位別世帯数（ 2030 年） 

第Ⅰ分位 第Ⅱ分位 第Ⅲ分位 第Ⅳ分位 第Ⅴ分位 合計

１ 人 2,328 1,123 615 582 448 5,095

２ 人 959 463 578 533 439 2,973

３ 人 149 72 175 431 934 1,761

４ 人 121 58 138 268 348 933

５ 人 21 10 17 19 110 178

６人以上 3 2 0 0 0 5

合 計 3,582 1,729 1,523 1,833 2,278 10,945

●【ステップ２】借家世帯の世帯人員・収入分位別世帯数の推計について 

 推計フロー (資料：策定指針)

 推計結果 ：施策対象世帯数（ 2030 年） 

第Ⅰ分位 第Ⅱ分位 第Ⅲ分位 第Ⅳ分位 第Ⅴ分位 合計

１ 人 1,397 666 185 0 0 2,248 

２ 人 967 464 407 2 0 1,840 

３ 人 150 74 111 8 0 343 

４ 人 122 59 126 29 0 336 

５ 人 22 10 17 6 0 55 

６人以上 3 2 0 0 0 5 

合 計 2,661 1,275 846 45 0 4,827 
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●【ステップ３】公営住宅の施策対象世帯のうち「著しい困窮年収未満の世帯数」の推計 

について 

 推計フロー (資料：策定指針)

 推計結果 ：著しい困窮年収未満の世帯数（ 2030 年） 

第Ⅰ分位 第Ⅱ分位 第Ⅲ分位 第Ⅳ分位 第Ⅴ分位 合計

１ 人 1,397 666 172 0 0 2,235 

２ 人 967 464 407 1 0 1,839 

３ 人 150 74 111 8 0 343 

４ 人 122 59 126 29 0 336 

５ 人 22 10 17 6 0 55 

６人以上 3 2 0 0 0 5 

合 計 2,661 1,275 833 44 0 4,813 

●結果のまとめ 

2020 2025 2030 

１ 人 2,036 2,136 2,235 

２ 人 2,072 1,973 1,839 

３ 人 572 448 343 

４ 人 453 393 336 

５ 人 97 74 55 

６人以上 10 7 5 

合 計 5,239 5,030 4,813 


